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世界経済における成長と責任 
(サミット首脳宣言) 

(仮訳) 
ハイリゲンダム 

２００７年６月７日 
 

世界経済の成長と安定のためのＧ８アジェンダ 
 

１．我々は、引き続き堅調な世界経済の成長の文脈で生じる世界的不均衡の円滑な調整を

促進する政策アジェンダに合意した。我々は、今日までの進捗を検討し、今後の更なる課

題につき議論した。我々のアジェンダは、国際通貨基金（IMF）及びその他の国際フォー

ラムの議論に基づいている。開かれた市場と競争は、以下に述べる、投資の自由とダイナ

ミックなイノベーションを促進する我々の努力と同様、重要な要素である。 
 
２．世界経済は順調であり、その動向は、特に我々が共同の戦略の実施を進めたために、

過去よりも不均衡の調整につながっている。しかしながら、各国の需要をより均衡させる

には、更なる努力が必要であろう。世界的不均衡は、長い期間を経て積み上がった。同様

に、その解消も、各国間の需要の拡大の中期的なバランス調整を伴う、漸進的なプロセス

になろう。 
 
３．経済環境は、世界的不均衡の調整を促進する方向に発展してきた。成長は現在、地域

間でより均衡のとれたものになっている。米国では成長がより持続的なペースで緩やかに

なる一方、ヨーロッパでは内需が力強くなり、日本では堅調な投資に内需が支えられてい

る。我々は、以下の通り、共同の政策戦略の実施を進めてきた。 
・ 米国は、連邦予算の赤字を迅速かつ大幅に削減し、国民貯蓄を支えてきた。 
・ カナダは、堅調な雇用の伸びに支えられ、内需が力強い。現在、政府予算は相当程

度の黒字である。 
・ ヨーロッパでは、内需は力強くなり、最近の成長状況は、堅実なマクロ経済政策と

労働市場の改善を含む構造改革の結果を反映している。 
・ 日本では、積極的な構造改革の努力が続けられ、景気回復が継続してより裾野が広

がっている。財政再建は進んでおり、経済に対する信頼の強化と持続的で堅実な成

長の確保に不可欠なものとなっている。 
・ ロシアは、力強い国内消費、投資のテイクオフ及び規律あるマクロ経済・財政マネ

ジメントに基づいた堅調な経済成長を７年間享受している。 
 

４．Ｇ８諸国以外では、多くのアジアの新興国が、より柔軟な為替制度と金融セクターの
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強化に向けた第一歩を踏み出しており、これは不均衡の調整を支える動きである。産油国

は、石油生産能力への投資を増加し、多くの国は追加的な輸出収入を、経済と雇用の多様

化の促進のため、慎重に活用している。それら諸国において輸入の伸びは相当程度加速し

ている。 
 
５．世界的不均衡は、最近では安定化の兆しを見せており、赤字は比較的容易にファイナ

ンスされてきている。秩序ある調整は、世界経済の利益に適っているが、時間がかかるで

あろう。我々は、秩序ある調整を促進する国内政策の実施にコミットしている。そうした

国内政策は、何よりも我々それぞれの利益に適っている。 
・ 米国は、２０１２年までに連邦予算の赤字の解消を目指している。義務的歳出とヘ

ルスケア改革、個人貯蓄を促進する税制上のインセンティブを通じた、長期的な財

政の持続性を強化する政策が提案されている。また、代替燃料の利用拡大やエネル

ギー効率を向上させる提案も行われてきた。米国は、成長志向の経済政策を引き続

き実施していく。 
・ 欧州は、成長と雇用を促進するリスボン戦略に従って、構造改革努力を継続する。 
・ 日本は、4 月に発表した生産性の伸びを向上するための総合的な方策（成長力加速

プログラム）の実施を通じ、潜在成長力を強化するための努力を継続する。２０１

０年代半ばに向け債務残高の対ＧＤＰ比率を安定的に引き下げるため、まずは２０

１１年度には国と地方を合わせたプライマリー・バランスを黒字化するという、政

府の目標の達成に向け、財政再建を着実に実施する。 
・ ロシアは、自立的で投資及びイノベーション主導の成長への移行を促進する様々な

構造改革とともに、健全なマクロ経済政策の枠組みと堅実な財政政策を継続するこ

とにコミットしている。 
・ カナダは、政府債務の削減に引き続きコミットし、一世代の間に、政府純債務を解

消するという目標を打ち出した。カナダはまた、個人及び法人に対する減税の継続、

規制による負担の削減、そして知識の創出の促進やインフラへの投資にコミットし

ている。 
 

６．我々は、新興市場国による不均衡削減に向けた貢献を奨励する。成長を内需へと調整

する改革の継続は、内需の持続性を高めるばかりでなく、世界経済の堅調な成長を維持し

つつ不均衡を削減する鍵となる。多額かつ増加する経常収支黒字を有する新興経済国の実

効為替レートが、必要な調整が進むように変動することが重要である。産油国は、生産能

力への投資と経済の多様化を引き続き加速すべきである。 
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金融市場のシステミックな安定性と透明性／ヘッジ・ファンド 
 
７．我々は、ヘッジ・ファンドを含む近年の国際金融市場の動向について議論した。ヘッ

ジ・ファンドは、クレジット・デリバティブ等の先端的な金融技術・商品の隆盛とともに、

金融システムの効率性に大きく貢献してきている。しかしながら、それらの活動に伴う潜

在的なシステミック・リスク及びオペレーショナル・リスクの評価は、より複雑で困難に

なってきている。ヘッジ・ファンド産業の急速な成長と取引商品の一層の複雑化を踏まえ、

我々は、警戒する必要を再確認する。 
 
８．この観点から、我々は、金融安定化フォーラム（ＦＳＦ）による高レバレッジ機関に

関する２０００年報告の改訂を歓迎し、その提言を支持する。世界のヘッジ・ファンド業

界は、改善された実務慣行を期待する官民の動きに応じ、特にリスク管理、価格評価、投

資家及びカウンターパーティー（銀行など取引の相手方）への情報開示の分野において、

ヘッジ・ファンド運用担当者のための既存の適正な実務慣行の基準を見直し、強化すべき

である。カウンターパーティーや投資家は、正確で時宜に適ったポートフォリオ評価やリ

スクに関する情報を入手するなど、市場規律の実効性を高めるよう行動すべきである。監

督機関は、主要な金融機関が、継続してヘッジ・ファンドに係るリスク管理の実務慣行を

強化するよう仕向けるべきである。カウンターパーティーの監督にあたって、関連当局は、

動向をモニターし、当局間で協力すべきである。我々は、金融安定化フォーラムが、それ

らの提言の履行の進捗に関して、本年１０月以降、Ｇ８諸国の財務大臣に対し報告するこ

とを歓迎する。 
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投資の自由、投資環境及び社会的責任 
 

９．我々は、国境を越える直接投資の増加が、世界経済を形成している主要な要因と認識

する。適切な枠組みの条件が機能すれば、こうした流入は経済成長及び社会、環境発展に

対して大きく積極的に貢献する。我々は国境を越える投資からの利益を最大化するため、

以下の４分野の活動に留意する。 
・ 投資の自由に対するＧ８のコミットメントの強化 
・ 先進国及び新興経済国における開放的な投資環境の促進 
・ 開発途上国にとっての外国直接投資からの一層大きな利益の享受及び持続的な外

国直接投資の実現 
・ 企業及び他の形態の社会的責任の促進と強化 

 
投資の自由 
 
１０．我々は開放的で透明性の高い投資枠組みを強化し、投資を制限する傾向と闘うため

に協力する。障壁を設け、保護主義に与すれば、繁栄を失うことになろう。我々は、従っ

て、持続可能性に関する懸念を尊重しつつ、世界経済にとって自由で開放的な市場が中心

的な役割を果たすことを認め、世界的な資本移動を促進するため、開放的な市場を維持す

る必要性を認める。我々は、投資の自由が経済成長、繁栄、及び雇用にとり極めて重要な

柱であることを再確認する。我々は、すべての先進国、主要新興経済国、及びその他の国々

に対し、各国の投資政策、不必要に制限的または恣意的な政策から生じる潜在的費用、及

び開放的な投資制度の経済的利益につき、真剣に評価するよう呼びかける。 
 
１１．このような背景の下、我々は外国投資に対する国家的規制を最小化することに引き

続きコミットする。こうした規制は、主に国家安全保障に関連する極めて限定的な事例に

のみ適用されるべきである。そのような事例において従うべき一般原則は、無差別、透明

性、及び予測可能性である。いかなる場合においても、規制措置は必要な範囲、程度及び

期間を超えるべきではない。投資に関して適用可能な条約は、引き続き影響を受けない。

我々は、ＯＥＣＤに対して、特にベスト・プラクティスを特定し、一般原則をさらに発展

させることで、これらの問題につき作業を継続することを奨励する。我々は、民間及び国

有企業による市場主導型の国境を越える投資に関する透明性の原則につき、一層の共通理

解を促進するよう、ＯＥＣＤ及びその他のフォーラムと協力する。 
 
世界の投資環境 
 
１２．新興経済国は、外国直接投資の出資国としての行動を増やす一方で、対内直接投資
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から大きく裨益している。我々は、あらゆる投資家に対する公平な競争条件に向けて作業

する機会とその必要性を認識する。新興経済国に投資するＧ８諸国の企業は、Ｇ８諸国へ

投資する新興経済国企業と同様に開放的な投資環境を期待する。投資の開放性は、すべて

の関係者にとって有益である。 
 
１３．我々は、市場に主導された技術移転がグローバル化の重要な触媒であることを強調

する。政府は、知的財産権の尊重を確保するとともに、技術の流れを商業ベースで可能に

するのに必要な規制政策の法的枠組みと適切な制度を設立し、維持する役割を担う。 
 
１４．開放的かつ透明性のある調達市場は、国境を越える投資の重要な前提条件である。

我々は、すべてのパートナー、特に主要新興経済国に対し、国内及び海外の入札者にとっ

ての公平な競争条件を構築するよう要請する。その方途として、ＷＴＯの政府調達協定（Ｇ

ＰＡ）への加入の検討等が考えられよう。 
 
１５．我々は、新興経済国に対し、「ＯＥＣＤ国際投資及び多国籍企業に関する宣言」を採

用するよう呼びかける。我々は、主要新興経済国に対し、ハイリゲンダム・プロセスの一

環として、先進国と新興経済国における投資環境に関する体系的なハイレベル対話に参加

するよう呼びかける。投資面での残された障壁を撤廃することを目指す、開放的かつ効率

的な投資環境を促進するため、現状評価、ベスト・プラクティスの検討やピア・レビュー

制度の実施は良い出発点となろう。我々は、ＯＥＣＤに対して、そのような対話の場を提

供するよう要請する。 
 
開発途上国における投資 
 
１６．先進国や新興経済国と異なり、多くの低開発国は外国直接投資からしばしば不十分

な利益しか得られていない。我々は、開発途上国のパートナーと責任を共有しつつ、良質

な外国直接投資の流入が増加することを期待する。そうした投資流入は、地方インフラが

国内外の投資家の活動を促進し、また、国内の労働力の技能と外国直接投資の増加により

生じる管理能力の技術移転の効果を向上させることに資する。更に、そうした投資流入は、

国内企業の外資企業に対する資本財供給能力を支え、または国際的な価値連鎖を強化する。

持続可能性に関する経済的、社会的及び環境的側面は、後発開発途上国を含むすべての開

発途上国外国直接投資の利益を最大化するために不可欠である。 
 
１７．我々は、国際金融公社（ＩＦＣ）や多数国間投資保証機関（ＭＩＧＡ）を含む地域・

国際開発金融機関が、借入国における貧弱なビジネス環境の問題に取り組むことを支持す

るとともに、国別戦略及び予算における投資障壁に対処するための各種努力を統合するこ
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とを強く求める。 
 
１８．我々は、新興経済国における、より深い、流動性の高い地域債権市場の発展を促進

する、Ｇ８財務大臣会合のイニシアティブを支持する。これは、危機に対する各国の脆弱

性の削減及び新興経済諸国全体としての金融安定の強化に重要な貢献となり得る。 
 
１９．我々は、ＯＥＣＤの「投資のための政策枠組み」及びＵＮＣＴＡＤの「投資政策レ

ビュー」を新興経済国と開発途上国における健全な投資環境についての共通理解を明確に

していく上での貴重なメカニズムとして支持する。ＯＥＣＤの「投資のための政策枠組み」

は、特にアフリカ開発のための新パートナーシップ（ＮＥＰＡＤ）やアジア太平洋経済協

力会議（ＡＰＥＣ）の枠組みに含まれる諸国にとって、国内での実行や開発戦略に結実し

得る。我々は、ＯＥＣＤ、ＵＮＣＴＡＤ、そして世界銀行等のその他の機関に対し、この

目的のために必要な支援の提供を検討するよう呼びかける。 
 
２０．我々は、ＵＮＣＴＡＤ及びＯＥＣＤに対し、先進国、新興経済国及び開発途上国と

ともに、外国投資の増加及び持続可能な開発に資する制度的環境の創出のためのベスト・

プラクティス発展に取り組むよう呼びかける。そのような包括的なプロセスは、２００８

年４月２０日から２５日までアクラ（ガーナ）にて予定されている第１２回国連貿易開発

会議（ＵＮＣＴＡＤⅩⅡ）と密接に関連づけられるべきである。 
 
投資と責任－グローバル化の社会的側面 
 
２１．グローバル化と技術的進歩は多くの地域及び経済分野において急速な構造変化をも

たらしてきた。我々は、構造変化が進歩の必然的な結果であり、機会とともに混乱ももた

らすことを認識する。開放的な市場は政治的支持、社会的一体性、男女平等及び高齢労働

者、若者、移民、障害者等の従来十分に利害が代表されていなかった人々の統合に支えら

れている。グローバル化プロセスの社会的側面に取り組むために、我々は以下の４つの行

動分野を特定する。 
 
２２．社会基準の更なる発展と促進：我々は、社会発展で補完されるグローバル化が先進

国及び開発途上国双方に持続的な利益をもたらすことを確信している。我々は、この目的

に向かって積極的な貢献を行う責任を認識する。従って、我々は、いずれも同等に重要な

以下の４つの柱、①労働基準、特にＩＬＯコア労働基準の効果的な実施、②より生産性の

高い雇用の創出、③包括的な社会保護制度の一層の発展、及び④異なる利害関係者の間の

社会対話支援、を持つ国際労働機関（ＩＬＯ）のディーセント・ワーク・アジェンダを支

持する。 
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２３．労働基準は保護主義のために利用されるべきでないことを強調する一方で、我々は、

ＷＴＯ加盟国及び関心を有する国際機関に対して、ＩＬＯと緊密に連携しつつ、ＩＬＯの

「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」及びそのフォローアップに反映されて

いる、国際的に認知された中核的な労働基準の遵守を促進するよう呼びかける。我々はま

た、ディーセント･ワーク（適切な労働）、特にＩＬＯ中核的な労働基準の視点を、二国間

貿易協定及び多国間の場において尊重することにコミットする。 
 
２４．企業の社会的責任の原則の強化：この関連で、我々は、国際的に合意された企業の

社会的責任及び労働基準（ＯＥＣＤの「多国籍企業行動指針」、ＩＬＯの「三者宣言」（多

国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言）等）、高い環境基準、より良い統治、ＯＥ

ＣＤ行動指針を、各国連絡窓口を通じて積極的に促進することに自らコミットする。我々

は、民間企業及び経済団体に対し、ＯＥＣＤの「多国籍企業行動指針」の原則を遵守する

よう求める。我々は、新興経済国及び開発途上国がこれら行動指針に含まれる価値や基準

に賛同するよう奨励し、主要新興経済国に対し、ＯＣＥＤの場を活用した、企業の社会的

責任に関するハイレベル対話に参加するよう呼びかける。 
 
２５．我々は、特に国連グローバル・コンパクトが重要な企業の社会的責任（ＣＳＲ）に

関するイニシアティブであることを強調する。我々は、Ｇ８諸国、新興国及び開発途上国

の企業に対し、積極的にグローバル・コンパクトに参加し、このイニシアティブの世界規

模での普及を支援するよう呼びかける。 
 
２６．ＣＳＲの自主的な取り組みを強化するため、我々は、民間企業がＣＳＲ実施の透明

性を向上させること、及び多くの異なる官民関係者が発表しているこの分野の数多くの基

準や原則を明確にすることを奨励する。我々は、上場企業に対し、年次報告においてＣＳ

Ｒ基準及び原則の遵守状況につき評価するよう呼びかける。我々は、ＯＥＣＤに対し、グ

ローバル・コンパクトとＩＬＯと協力しつつ、様々な基準や原則をより鮮明かつ明確にす

るため、最も適切なＣＳＲ基準を編集するよう求める。 
 
２７．コーポレート・ガバナンスの強化：コーポレート・ガバナンスは経済効率、経済成

長の向上及び投資家の信頼強化における主要な要素である。よいコーポレート・ガバナン

スは役員会や経営者に対して、企業と株主の利益に適う目的を追求する適切な動機を与え

るとともに、効果的な監視、監督を促進する。コーポレート・ガバナンスの挑戦はどの国

にも存在するが、特に新興経済国において深刻である。我々は、ＯＥＣＤのコーポレート・

ガバナンス原則の最も幅広い遵守を奨励し、ＯＥＣＤ／世界銀行「地域におけるコーポレ

ート・ガバナンス円卓会議」による作業の継続を支持する。 
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２８．社会的保護制度への投資：社会的保護は一国の経済の将来への投資であり、貧困と

闘う費用効果の高い方法である。それには、教育及び健康の改善を目指した、生活におけ

る主要なリスクからの適切な保護、すべての人に対する適切な保護適用が含まれる。社会

的保護は個人の雇用適正の向上に貢献し、また、労働可能な人々が確実に職を見つけ、労

働市場で求められる技能を身につけることを可能とする。 
 
２９．社会保護制度は、いくつかの普遍的な要素を含むが、平等な機会と参加を促進する

ため、正義、公平、社会的平等などの価値に基づくべきである。我々は、各国の経済成長

の異なる状況を前提に、各国毎の保護適用の提供能力を考慮し、またすべてにあてはまる

共通なモデルはないことを認識しつつ、社会保障制度には一層の発展及び保護適用の拡張

が必要であると信じる。我々は、関係国際機関がこの問題に関して密接に協力するよう促

しつつ、この問題を引き続き開発政策のアジェンダとすることに合意する。我々は、経済

成長と積極的な労働市場政策とともに、社会保障は持続可能な社会経済開発のための手段

であると認識する。 
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イノベーションの推進－イノベーションの保護 
 

３０．科学、研究及びイノベーションは、今日かつてないほどに経済成長と繁栄の基礎を

形成している。従って、イノベーションを促進する政治的、経済的戦略は先進国、新興経

済国及び開発途上国にとって、等しく将来の発展の主要な要素である。我々は、イノベー

ションを促進し保護するために国際的な経済及び政治環境を前進させるように着手する。 
 
持続可能な成長のためのイノベーション 
 
３１．進歩的なイノベーション政策は、研究コミュニティーの育成、アイデアや研究過程

における成果を革新的な製品やサービスに変えていくことに向けられる。研究の促進は、

教育及び高等教育政策に関連する一方で、経済政策は、研究を革新的製品に変えることを

促進するとともに、イノベーションに好ましいビジネス環境を育成する上で、重要な役割

を果たし得る。いずれの取組も政府の関与により恩恵を得る。国際的な協力と交流は国家

政策の形成に実質的な弾みを与え得る。科学技術分野の研究活動における先進国と開発途

上国の協力も強化されるべきである。 
 
３２．科学技術における指導力を発揮すべく努力するため、我々は、将来の地球規模の課         

題に最も効果的に対応できるよう、科学研究を集中させ、技術能力を向上させることに焦

点を当てる長期的志向の研究イニシアティブに対する責任も認識する。我々は、科学研究

分野で多くの新興経済国が重要性を増していることを認識し、これら諸国に対し、ＯＥＣ

Ｄにおける既存の協力の取組を強化し、特に関連する国連機関によって推進中の作業の結

果に基づくことにより、このプロセスに積極的に参加するよう呼びかける。 
 
３３．この関連で、我々は、ＯＥＣＤが主題別の国際協力のための提言に関する作業に    

取り組むことを支持する。グローバル・サイエンス・フォーラム（ＧＳＦ）の作業に基づ

き、我々はＧＳＦがこのプロセスにおいて調整役としてもたらす価値を認識する。また、

我々は、共通の関心分野に関する協力的な研究努力、共同のイニシアティブ及び計画によ

り、強化され得る優先事項を特定するために、Ｇ８及び新興経済国との間で、各国の研究

努力について情報を共有することを支持する。協力可能な分野としては、水や土地の持続

可能な使用、エネルギー効率分野における研究及び官民セクターにおける環境関連のイノ

ベーションの促進があろう。我々は、これらの分野における研究に関し、より効果的な協

調及び協力を目指す。 
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イノベーションの基幹としての知的財産権の保護 
 
３４．十分に機能する知的財産権制度は、イノベーションの促進を通じた世界経済の持続

可能な発展にとって不可欠な要素である。我々は、世界規模での特許権の取得と保護を改

善するため、国際的な特許制度の合理化と調和の重要性を認識する。 
 
３５．経済成長と発展に対するイノベーションの恩恵は、世界的な知的財産権の侵害によ

ってますます脅かされている。従って、我々は、海賊行為及び模倣行為と闘うコミットメ

ントを強く再確認する。海賊版や模倣品の取引は、世界中の、特により貧しい国々の消費

者の健康、安心及び安全を脅かす。この観点から、我々は、世界保健機関（ＷＨＯ）の国

際的な偽造医薬品対策タスクフォース（ＩＭＰＡＣＴ）を実施するイニシアティブに関す

る作業を歓迎する。従って、この闘いにおける我々の共通の努力は、あらゆる発展段階に

あるすべての国の利益にかなう。   
 
３６．我々は、この重要な分野において、Ｇ８及び他の国々、特に主要新興経済国と知見

を有する国際機関、世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）、世界貿易機関（ＷＴＯ）、世界税関

機構（ＷＣＯ）、国際刑事警察機構、世界保健機関（ＷＨＯ）、ＯＥＣＤ、ＡＰＥＣ、及び

欧州評議会との協力を強化することにコミットする。我々はこれら諸機関に対し、この分

野における取組を強化するよう呼びかける。 
 
３７．我々は、世界のサプライ・チェーン、すなわち、生産者、卸売業者、小売業者、販 

売者から、海賊版や模倣品をなくし、国内及び海外での知的財産権を保護するために企業

が取っている行動を明確にした「知的財産保護の促進及び模倣品・海賊版の防止のための

Ｇ８産業界・ビジネス界の戦略」に関するＧ８諸国の経済界による共同宣言を歓迎する。

産業界・ビジネス界はイノベーションの保護において、極めて重要な役割を担っており、

我々は、それぞれの民間部門が、海賊版や模倣品の需要と供給の両面に関する効果的な解

決に関与するよう求める。我々は、また、海賊版や模倣品の悪影響について消費者の問題

意識を高めることを目的として、Ｇ８諸国の経済界の助力を得て実施されている教育キャ

ンペーンを歓迎する。 
 
３８．Ｇ８諸国間の協力を深化、向上させ、実際の執行面での成果を生む具体的な措置を

実施することの緊急性に照らし、我々は以下を行うことを決定する。 
（ａ）我々は、Ｇ８諸国の税関及び法執行機関の協力と協調を強化するために策定され

た税関及び水際取り締まり協力のためのガイドラインを支持する。このような見地か

ら、我々は、適切な場合には、世界の関係法執行機関間の協力の改善につながるよう、

世界税関機構（ＷＣＯ）と密接に提携しつつ、効果的な情報交換制度の発展を特に歓
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迎する。 
（ｂ）我々は、関心を持つ開発途上国に対する知的財産権保護に関する新たな技術協力

ガイドラインを支持すると共に、知的財産権の執行を強化し、海賊版や模倣品の取引

防止に必要な能力を構築するため、それらの国々に対する既存のＧ８諸国の協力をよ

り強化し、より良い連携を行うためのメカニズムを支持する。特定の開発途上国と協

力しつつ、我々は、知的財産権の執行を強化し海賊版や模倣品の取引を防止するため

に必要な能力を構築するため、技術協力のパイロット・プランを立ち上げることに合

意する。これらのパイロット・プランの進展は、２００８年のＧ８においてレビュー

される。 
（ｃ）我々は、知的財産権に関する深刻かつ組織的な犯罪に対処するためのＧ８諸国の

協力の改善を目的とした勧告及びこれら犯罪の捜査と起訴に関する体系的な国際協力

を促進するための更なる作業を支持する。 
（ｄ）模倣行為・海賊行為の国家経済、権利所有者及び公衆の健康と安全に対する経済

的影響を推計したＯＥＣＤ報告に含まれる情報を評価しつつ、我々は、ＯＥＣＤに対

し、その報告において、具体的な行動のための分野をさらに特定し、目標を定めるべ

く、加盟国とともに作業するよう奨励する。 
（ｅ）我々は、知的財産権の執行に関連する国際的な法的枠組みを強化する可能性に関

して、各国の専門家による研究を継続する必要性を認識する。 
（ｆ）我々は、国際的な知的財産権の保護及び執行の取組を改善する最良の方法を検討

するため、またより良いピア・レビューを含む活動のための勧告を提出するため、模

倣行為・海賊行為に焦点を当てた知的財産権タスクフォースの設立を検討する。本件

はハイリゲンダム・プロセスにおいても検討される。 
 

イノベーションと知的財産保護に関する新しい対話 
 
３９．科学とビジネスの間の活発な相互作用、知的財産権の強力な保護と執行及び市場原

理に基づいた企業家精神と科学に基づいた研究の結合は、世界の経済成長と発展を促進す

る一層決定的な要因になってきている。我々は、主要新興経済国に対し、イノベーション

と知的財産権保護に関する新たな国際的な対話を開始するため、ハイリゲンダム・プロセ

スの一環として、ＯＥＣＤの場を活用したフォローアップ・プロセスに参加するよう呼び

かける。こうした対話は、成功裏の知識経済の成長と中小企業のニーズも考慮に入れた、

イノベーションに好ましいビジネス環境の促進にとって重要なトピックに関する積極的な

交流の場を提供する。それらは、(a) 技術進歩とイノベーションに基づいた未来志向の経済

発展のための中心的枠組みの条件としての知的財産権の保護と活用の経済的価値と重要性、

(b) 最近の技術市場での進展を考慮に入れた、イノベーションと国レベルでの知識の普及の

ための効果的な市場インセンティブ、及び(c) 国際的な技術移転の主要な推進力としてのラ
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イセンスの活用と特許権として登録された研究結果のビジネスへの活用を促進するための

効率的なイノベーション・バリュー・チェーンの決定的な重要性を含む。さらに、この対

話は、先進国と主要新興経済国がそれぞれの領域において、知的財産権の十分に効果的な

実施と保護を達成するための措置を確かにすることができよう。知見を有する国際機関、

特にＷＴＯと世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）のマンデート、機能、役割を十分に尊重し

つつ、この対話の参加者は知的財産権保護の強化を目的としたイニシアティブについても

議論することができ、それらは適切な国際フォーラムにおいて取り組まれる。２００９年

のＧ８サミットで、それまでの進展を評価する。 
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気候変動とエネルギー効率及びエネルギー安全保障－世界経済にとっての挑戦と機会 

 
４０．今日の人類は、危険な気候変動を避けることとエネルギーの安全かつ安定的な供給

を確保するという相関する重要な挑戦に直面している。グレンイーグルズ・サミット以降、

気候変動は長期的な挑戦であり、我々の自然環境と世界経済に深刻なダメージを与える潜

在性があると、科学はより明確に証明してきた。我々は、地球規模での温室効果ガスの排

出を削減し、エネルギー安全保障を強化するため、断固たるかつ協調的な行動が緊急に必

要であると強く合意する。気候変動への取組はすべての国の共通の責任であり、経済的な

歪曲を回避する一方で、開発途上国、新興経済国及び先進国の成長を支える形で取り組む

ことが可能であり、そうしなければならない。 
 
４１．我々は、特に、技術革新、技術開発及び貧困削減に向けて、気候変動に取り組む効

果的な行動がもたらす重要な機会を認識する。排出量取引、税制上の措置、及び規制措置

を含む市場に基づくメカニズム、技術協力並びに共有された長期的展望等の幅広い政策手

段を伴う強い経済は、投資決定の指針となり、技術の商業化を生み出し、エネルギー安全

保障を強化し、持続可能な開発を促進し、温室効果ガスの地球規模での排出を減速、安定

させ、そして大幅に削減する鍵となる。 
 
４２．我々は、気候変動との闘いにおいて強い指導力を発揮することに引き続きコミット

する。我々は、気候変動に取り組む地球規模の解決策について、一方で成長と経済発展を

支えながら、我々の間及び国際社会とともに働く決意を確認する。我々は、エネルギー安

全保障と効果的な気候保護を最適に組み合わせるアプローチの実施にコミットする。この

ため、我々は、特に今年末のインドネシアでの国連気候変動会議の準備において、気候変

動と闘う国際的な体制の一層の発展にコミットする。気候変動への取組は、長期的な問題

であり、世界規模の参加と、異なる事情を考慮に入れた様々なアプローチを要するもので

ある。 
 
４３．エネルギーは世界中の成長と発展の基礎的な原動力であり、エネルギーの使用は、

世界の人口と経済とともに着実に拡大されてきた。世界の経済成長を維持するため、クリ

ーンで入手可能かつ安全なエネルギー源へのアクセスを確保する我々の能力は、環境保護

という我々の願望を補完する。エネルギー安全保障の挑戦に立ち向かうには、市場の透明

性、エネルギー効率の向上、エネルギー供給の多様化、及び新たな変換可能な技術の開発

及び展開を含むいくつかの分野において、前例のない国際協力を必要とする。 
 
４４．エネルギーは、特に近年、Ｇ８の主要な行動分野となってきた。我々は、エビアン・



世界経済における成長と責任 
Page14 of 31 

14 

サミット、シーアイランド・サミットで、幅広い意味での資源効率（特に３Ｒイニシアテ

ィブ）に焦点を当てた後、引き続いて、グレンイーグルズでのＧ８行動計画がクリーン・

エネルギーを集中的に扱ったことを想起する。サンクトペテルブルク・サミットで、我々

は、エネルギー安全保障に関する革新的な決定を採択し、特に、エネルギー部門の投資環

境を改善しつつ、世界のエネルギー市場の透明性、予測可能性及び安定性を高め、エネル

ギー効率を強化し、エネルギー・ミックスを多様化し、重要なエネルギー・インフラスト

ラクチャーの安全を確保し、エネルギー貧困を削減し、気候変動に取り組むという一連の

合意された協力分野に自らコミットした。これらの成果のモメンタムを維持するために、

高まりつつある相互依存、供給の安全保障及び需要の問題に関する関係者の見通しについ

ての対話の強化、市場に基づいた長期及びスポット契約を含む異なる契約形態の多様化の

促進、上流及び下流資産への国際的投資の促進、エネルギー憲章の原則及び国際エネルギ

ー協力を向上する参加国の努力を支持するコミットメントを含む、世界のエネルギー安全

保障原則のコミットメントを我々は強く再確認する。 
 
４５．この革新的な成果のモメンタムを維持するため、我々は、以下の措置を講ずる。 

・ 中国、ブラジル、インド、メキシコ、南アフリカ及びその他の主要新興経済国に対

し、世界のエネルギー安全保障原則を採用するよう呼びかける。 
・ 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の助力を得て、Ｇ８諸国のこれらの原則の実施、遵

守への努力を評価する報告を２００８年のＧ８サミットに送付すべく準備する。 
・ 突然かつ深刻な、自然あるいは人為的な石油供給途絶の影響を減少させるため、政

府の管理する戦略的石油備蓄の重要性に留意し、ＩＥＡに対し、主要な新興石油消

費国が戦略的石油備蓄の放出を確立、維持、調整することについてのベスト･プラ

クティスを採用するよう一層支援することを奨励する。 
 

４６．我々は、地球規模の気候変動およびエネルギー安全保障に関する挑戦に応え、効果

的な貢献を行うため、今年の議論においてエネルギーの効率化に焦点を当てた。世界のエ

ネルギー効率の向上は、温室効果ガス排出を削減し、エネルギー安全保障を強化する、最

も早く、持続可能な、かつ費用のかからない方法である。 
 
４７．我々は、２００５年に英国で、２００６年にメキシコで開催された気候変動、クリ

ーン・エネルギー及び持続可能な開発に関するグレンイーグルズ対話の会合におけるこれ

までの進展を歓迎する。また、我々は、ドイツ及び日本がそれぞれＧ８議長の期間中に、

この対話の会合を主催する意図を歓迎する。我々は、日本が議長国となる来年のＧ８サミ

ットにおいて対話の報告を受けることを期待する。 
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気候変動 
 

４８．我々は、気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の最近の報告に留意するとと

もに懸念を有する。最新の報告は、地球の気温は上昇しており、それは主に人間の活動に

よって引き起こされており、さらに、地球平均気温の増加がある場合、生態系の構造と機

能における主要な変化があると見込まれ、例えば、水や食糧供給といった生物多様性及び

生態系にとっては主に負の影響を伴うであろうと結論付けている。   
 
気候変動との闘い 
 
４９．我々は従って、気候変動の取組において、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼ

すこととならない水準において温室効果ガスの濃度を安定化させるため、強固かつ早期の

行動をとることにコミットしている。最近発表された気候変動に関する政府間パネル（Ｉ

ＰＣＣ）の報告にある科学的知識に鑑みると、地球規模での温室効果ガスの排出の上昇が

ピークを迎え、これに続いて、地球規模での排出が大幅に削減されなければならない。本

日我々が合意したすべての主要排出国を巻き込むプロセスにおいて、排出削減の地球規模

での目標を定めるにあたり、我々は２０５０年までに地球規模での排出を少なくとも半減

させることを含む、ＥＵ、カナダ及び日本による決定を真剣に検討する。我々は、これら

の目標の達成にコミットし、主要新興経済国に対して、この試みに参加するよう求める。  

 
５０．気候変動は地球規模の問題であり、その対応は国際的でなければならない。我々は、

先進国及び開発途上国の双方に存在する幅広い活動を歓迎する。我々は、長期的なビジョ

ンを共有し、次の１０年にかけて行動を加速する枠組みの必要性に合意する。相互に競合

するより調整し合う補完的な国、地域及び地球規模の政策的枠組みは、こうした措置の効

果を強化するであろう。このような枠組みは、統合されたアプローチの中で、気候変動の

みならず、エネルギー安全保障、経済成長、及び持続可能な開発目標についても取り組む

ものでなければならない。それらの枠組みは、将来の必要な投資に関する決定に重要な方

向付けを提供するであろう。 
 
５１．我々は、更なる行動が、共通に有しているが差異のある責任、それぞれの能力とい

う国連気候変動枠組条約上の原則に基づくべきと強調する。我々は、G８首脳として、行動

する責任を再確認する。我々は、すべての国々が、各国固有の事情に応じて効果的な気候

に関するコミットメントを行うことができるよう、引き続き先進国が、地球規模での排出

を削減する気候変動に関する将来的な努力において果たすべき指導的役割を認識する。し

かしながら、我々は、先進国の努力のみでは十分ではなく、他の国々による貢献のための

新たなアプローチが必要であると認識する。このような背景の下、我々は、特に新興経済
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国に対して、経済発展に要する炭素集約度を削減することによって、排出の増加に対応す

るよう呼びかける。新興経済国の行動は、持続可能な開発政策や措置、強化、改善された

クリーン開発メカニズム、多くの公害を生み出している部門に計画を設定し、通常の措置

しか取られない場合のシナリオと比較して温室ガスの排出を削減させるといった、いくつ

かの形態をとり得るであろう。 
 
５２．我々は、国連の気候プロセスが、気候変動に関する将来の地球規模での行動を交渉

するための適切なフォーラムであると認識する。我々は、このフォーラムで前進すること

にコミットし、また、すべての主要排出国を含むべき包括的な２０１３年以降（ポスト京

都議定書）の合意に達するため、すべての締約国に対し、２００７年１２月にインドネシ

アで開催される国連気候変動会議に積極的かつ建設的に参加するよう呼びかける。 
 
５３．気候変動の緊急な挑戦に取り組むためには、多くのエネルギーを使用し、大部分の

温室効果ガスを排出する主要経済国が、２００８年末までに、新しい地球規模の枠組みに

対する詳細な貢献について合意し、それが、２００９年までに気候変動枠組み条約の下に

おいて地球規模の合意に資することが必須である。 
 
従って我々は、主要排出国が、気候変動の挑戦に対する最良の取組のあり方について関与

する必要性を繰り返し述べる。我々は、それらの国々と長期的な戦略について共に作業す

ることを受け入れる。このため、我々の代表は、ブラジル、中国、インド、メキシコ、南

アフリカの代表と、２００７年５月４日にベルリンで会合した。我々は、気候変動との闘

いに成功するのに必要な要素を検討するため、これらの、そしてその他の主要なエネルギ

ー消費及び温室効果ガス排出国のハイレベルの代表との会合を継続する。我々は、今年後

半にそのような会合を主催するという米国の申し出を歓迎する。この主要な排出国による

プロセスは、各国の状況に応じた、特に、国内、地域及び国際的政策、目標と計画、国連

気候変動枠組条約の下での野心的な作業計画、及び気候に優しい技術の開発と展開を含む

べきである。 
 
この対話は、国連の気候プロセスを支援し、国連気候変動枠組条約会議で報告を行う。 
 
技術 
 
５４．技術は、エネルギー安全保障を強化するとともに、気候変動を抑える鍵である。我々

は、すべてのエネルギー生産および使用分野において、持続可能な、炭素集約度のより低

い、クリーンなエネルギーの、気候に優しい技術の利用を、緊急に開発、展開、促進しな

ければならない。我々は、新たな炭素集中度のより低い、クリーンなエネルギーの、気候
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に優しい技術の商業化の加速を支える市場条件を開発し、創出しなければならない。さら

に、世界中の持続可能な投資決定を確保するために、新興経済国及び開発途上国において、

クリーンなエネルギーの、気候に優しい技術の広範な採用を協力して加速するための拡大

されたアプローチが必要である。従って、我々は、次の措置を講ずる。 
・ 技術の地球規模での開発、商業化、展開、及びアクセスの奨励 
・ 主要新興経済国及び開発途上国の国際的な技術パートナーシップと協力への参加

の促進 
・ 国内的、地域的及び国際的な研究・技術革新活動の増加 
・ 気候変動に取り組む上で、高度な技術の役割を強化する技術ロードマップの開発と

戦略的計画の実施 
 
市場メカニズム 
 
５５．民間部門の投資は、技術の展開と普及の主要な手段であり、そうあり続けるだろう。

気候に優しい技術を開発、展開、育成するには、力強い経済と幅広い政策手段が必要であ

る。国内及び国家間の排出量取引、税制上のインセンティブ、パフォーマンスに基づいた

規制、料金あるいは税金、及び消費者ラベル等の市場メカニズムは、価格シグナルを提供

することが可能であるとともに、民間部門に対する経済的インセンティブを届ける潜在力

がある。クリーン・エネルギーの利用を促進し、排出量取引制度を開始し、我々の多くが

行っているように、それらを結びつけることは、補完的で相互に補強し合うアプローチで

ある。 
従って、我々は、以下の目的のため、異なる政策手段の効果についての経験を共有する。 
・ 国際ビジネス界に対して、予測可能な長期的展望を一層提供する。 
・ 特に既存のプログラムを発展、強化することにより、そうした制度の適切な測定指 

標を考慮しつつ、市場メカニズムを強化、拡大する。 
 
森林減少の抑制による排出の削減 
 
５６．我々は、特に開発途上国での森林減少による排出の削減に向けて支援することを決

意する。森林減少の抑制、そして長期的な停止は、持続可能な森林経営を促進するととも

に、生活の安全を向上させ、温室効果ガスの排出緩和及び生物多様性の保全に向けて重要

で費用対効果の高い貢献となる。この目的のために、我々は、以下の措置を講ずる。 
・ 現在の国連における気候変動に関する議論を支援し、かつ予断することなしに、開

発途上国での森林減少による排出を削減するため、パフォーマンスに基づく手段を

創出し、試用し、能力向上を図るためのパイロット・プロジェクトの設立を奨励す

る。従って我々は、世界銀行に対し、Ｇ８、開発途上国、民間部門、ＮＧＯ及びそ
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の他のパートナーと密接に協力しつつ、そのような森林炭素パートナーシップを出

来る限り早期に発展させ、実施するよう奨励する。 
・ 違法伐採と闘う既存のプロセスを継続して支援する。違法伐採は、持続可能な森林

経営の実現をさらに進め、世界中の森林を保護することに対する最も困難な障害の

１つである。 
・ コンゴ盆地森林パートナーシップやアジア森林パートナーシップのような様々な

地域的イニシアティブに述べられているように、開発途上国が持続可能な森林経営

を実施し、自らのコミットメントである森林損失の停止を達成することに対して、

引き続き支援するよう関与する。また、国際熱帯木材機関（ＩＴＴＯ）のプロジェ

クト及び熱帯雨林を保護するブラジルのパイロット･プログラムを通じて、国際協

力の良い結果と慣行が達成されてきた。 
 
５７．サンクトペテルブルク・サミットにおいて、我々は、持続可能な森林経営における

国際協力の強化に合意した。我々は、あらゆる種類の森林の持続可能な経営に関する法的

拘束力を有さない文書についての国連森林フォーラムでの最近の合意を歓迎する。我々は、

この手段の効果が２０１５年の国連森林フォーラムでレビューされることに留意する。こ

れらのイニシアティブの上に、我々は、あらゆるレベルでベスト・プラクティスを共有し、

協力を強化することを決意し、国際社会に強く求める。持続可能な森林経営についての追

加的な行動を検討することは、コミットメントの強化を望む関係者にとって、可能な次の

ステップとなり得る。 
 
気候変動への適応 
 
５８．我々は、上記の野心的な緩和策を実施した場合においてすら、特に気候変動に最も

脆弱な開発途上国及び地域では、更なる気候上の影響を避けられないと認識する。我々は、

持続可能な開発という我々の共通の目的を完全に支援する方法での、気候の可変性と気候

変動に対する回復力を強化することにコミットする。我々は、気候変動への影響、脆弱性、

適応に関するナイロビ作業計画の採択を歓迎する。我々はまた、開発途上国が適応を政策

や計画の中で主流化することを支援するにあたり、国連の適応についての基金の重要性に

留意する。我々は、特に気候変動の悪影響に最も脆弱な国々において、気候変動に適応し、

気候の可変性への回復力を強化する開発途上国を支援し、協力を継続し、強化する意志を

強調する。我々はまた、気候変動への適応策を国家開発計画に統合する際の費用と便益に

ついて開発途上国と共に作業する意志を強調する。我々は、開発途上国が衛星監視システ

ムから利益を得ることへの支援を含め、気候研究とリスク評価を支援するコミットメント

を再確認する。 
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５９．我々はまた、モントリオール議定書の下で、エネルギー効率と気候変動の目標を支

援する方法で、ＨＣＦＣの段階的廃止を加速することでオゾン層の回復を確保するよう努

力する。オゾン回復の加速という共通の目標に向けて協力する際に、我々は、クリーン開

発メカニズムがオゾン破壊物質の排出に影響を与えることを認識する。我々は、全地球観

測システム（ＧＥＯＳＳ）の開発において、指導力を発揮する。 
 
６０．我々は、２００８年のＧ８サミットにおいて、上記の分野における進展につき報告

する。 
 
生物多様性 
 
６１．我々は、必須な生態系サービスの提供及び世界経済への自然資源の長期的な供給の

必要不可欠な基礎として、生物多様性の保全と持続可能な利用の決定的な重要性を強調す

る。我々は、２００７年３月にＧ８環境大臣会合にて提示された、「ポツダム・イニシアテ

ィブ―生物多様性２０１０」を認識し、２０１０年までに生物多様性の損失速度比率を顕

著に減少させるという、我々が合意した目標に達するため、生物多様性の保全と持続可能

な利用に関する努力を強化する。 
 
 

エネルギー効率 
 

６２．世界的な省エネルギーの潜在性は非常に大きい。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）に

よれば、エネルギー効率政策が成功裡に実施されると、供給の安全が著しく増加する一方

で、回避された温室効果ガスの８０％に貢献し得る。 
 
６３．我々は、国際協力の強化が大きな機会を提供することを認識する。このような背景

の下、我々は、それぞれの国際的なフォーラムや機関の枠組みの中、そして国家間のレベ

ルの双方において、協力の努力を一層強化、拡充することにコミットする。 
このために我々は、 
・ エビアンで始まったエネルギー効率に関する対話を一層継続し、具体化する。 
・ 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の密接な関与を支援、維持しつつ、グレンイーグル

ズ及びサンクトペテルブルクでの行動計画の実施を進める。 
・ ＩＥＡによるエネルギー効率に関する具体的な勧告を進め、国家エネルギー効率計

画の準備にあたり、これらの勧告を活用することを検討する。 
・ 世界銀行及びその他の国際金融機関（ＩＦＩｓ）に対し、エネルギー効率及びクリ

ーン・エネルギーに関する資金枠組みの改善と更なる拡大を奨励する。 
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・ EU のエネルギー効率に関する国際合意についての提言に留意するとともに、「気

候変動、クリーン･エネルギー及び持続可能な開発に関するグレンイーグルズ対話」

及びＩＥＡに対し、ベスト・プラクティスの交換、方法の共有、及び一層の協力を

通じ、そして、エネルギー需要の大きい他の国の参加を呼びかけることにより、国

際的にエネルギー効率を促進する最も効果的な手段を探求するよう求める。 
・ 国際研究の促進、エネルギー効率技術及びその他の温室効果ガス緩和オプションの

ための投資及び開発協力を奨励する。 
・ 以下に記述されるエネルギー効率に関する政策と措置についての進展報告を２０

０８年の G８サミットにおいて行う。 
 

６４．我々は、エネルギーの高い需要に鑑みて、先進国及び新興経済国が、エネルギーの

最も効率的な利用を奨励する措置を取ることに根本的な共通の関心を持っていることに留

意する。 
 
６５．このような背景の下、我々は、効率的なエネルギー制度のモデルにコミットすると

ともに、主要新興経済国を含む高いエネルギー需要のあるその他の国々に対し、この努力

に参加するよう呼びかける。我々の目標であるエネルギー集約度のより低い経済を構築す

ることは、経済成長及び競争力をも推進するであろう。このため、我々は、特に、経済イ

ンセンティブや健全な財政政策、エネルギー効率の最低限の基準、健全かつ野心的なエネ

ルギー・パフォーマンス・ラベリング、国家的意識を強化する消費者及び産業に向けた情

報キャンペーン、産業と合意したセクター別の自主的コミットメント、研究開発投資、及

び公的調達のガイドラインを含む、適切な政策的アプローチと措置を促進する。我々は、

国家的なエネルギー効率計画を開発し、実施するとともに、エネルギー効率、特に効率基

準に関する国際協力を推進する。我々は、ＩＥＡに対して、適切な助言により各国の取組

を引き続き支援し、効果的な国際協力の提案を行うことを求める。 
 
６６．我々は、さらに、優先セクターにおけるエネルギー消費の削減に向けて、主要新興

経済国とともに協力する。この目的のため、我々は、ＩＥＡ及びその加盟国、そしてそれ

ぞれの国における産業に対し、より効率的なエネルギー政策に関して、主要新興経済国と

の対話を増やすとともに、ガイダンス制度を発展させるよう呼びかける。 
 
持続可能な建築物 
 
６７．建築物を効率的にする機会は大きい。２００７年４月にベルリンで行われたエネル

ギー効率に関するＥＵ／Ｇ８会議に基づき、我々は以下の措置を講ずる。 
・ Ｇ８による「持続可能な建築物ネットワーク」を設立し、主要新興経済国の参加に
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対しても門戸を開く。このネットワークは、新築及び既存の建築物の異なる状況及

び低炭素・ゼロ炭素の建築物の開発と展開を十分考慮しつつ、特に冷暖房における

再生可能エネルギーの利用と建築物におけるエネルギー効率の実施について評価、

助言する実際的な手法を発展させるものである。 
・ ＩＥＡに対して、このネットワーク創設にあたり中心的役割を果たすよう呼びかけ

る。 
・ 建築分野において、エネルギー効率を向上し、この分野における再生可能エネルギ

ー利用の相当な拡大を達成するべく作業する。このために、我々は、国が決定した

持続可能な建築物に関する目標の役割及びそれらの目標が中長期的なエネルギー

効率にとって有する重要性を検討する。 我々は、市場メカニズム、推進措置と枠

組み立法を活用することにより、また、低・ゼロエネルギー建築物に向けての官民

連携イニシアティブを通じ、エネルギー効率の高い技術と再生可能エネルギーの利

用を積極的に支援する。このための手段には、再生可能エネルギーも考慮に入れた、

新築建築物、近代化あるいは家庭用設備に対する個別のエネルギー基準やエネルギ

ー・パフォーマンス認証(「ビルディング・パスポート」)といった消費者情報が含

まれる。 
 
運輸 
 
６８．今日、世界中に６億台の自動車が存在し、２０２０年までにこの数は２倍になると

予測されている。これを踏まえ、我々は以下の措置を講ずる。 
・ 運輸分野におけるエネルギー効率を高めるため作業する。このため、我々は、我々

の政府に対し、特に、革新的なエンジン・コンセプト、代替燃料、都市計画措置、

公共輸送、輸送方法の最善の連結可能性を含む、運輸分野における二酸化炭素排出

及びエネルギー需要を明確に削減でき、代替燃料とエネルギー運搬装置（バイオ燃

料、水素、ＬＰＧ／ＣＮＧ、電気、ハイブリッド等）の全燃料消費に占める割合を

増加する数多くの措置と様々な手段を育成するよう求める。 
・ 例えば、合成及びセルロースのバイオ燃料、特に燃料電池との組み合わせにおいて、

二酸化炭素を排出しない水素、といった燃料の多様化は、第二世代のバイオ燃料の

技術が商業的に利用可能となれば、輸送の二酸化炭素排出削減において決定的とな

ろう。 
・ 最適な相互運用性と排出特性に到達するため、様々な供給原料からの国際的なバイ

オ燃料の品質基準の開発に関する調整を強化する。 
・ 特に開発途上国において、異なる土地使用形態の競合を防止し、バイオマス栽培の

持続可能性を促進するため、バイオ燃料開発の負の副作用の可能性を回避する。

我々は、国際バイオ・エネルギー・パートナーシップ（ＧＢＥＰ）に対し、バイオ
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燃料のベスト・プラクティスにつき作業を継続し、バイオエネルギーの成功裡かつ

持続可能な開発を推進するよう呼びかける。 
・ 必要な措置の実施を監視し、２年毎の「環境に優しい自動車会議」にて進捗を議論

する。その結果はＧ８首脳へ報告される。 
・ 白物家電製品に既に導入されているような形で、新車に対してエネルギー効率ラベ

ルを導入する。 
 
発電 
 
６９．今後２５年にわたり、化石燃料は世界において最も有力なエネルギー源であり続け

る。従って、発電をより効率的、気候に優しくかつ持続可能にすることは極めて重要であ

る。 
 
７０．発電所の設計における現在のイノベーションは、省エネルギーの大きな潜在性を持

っている。従って、我々は、以下の措置を講じる。 
・ エネルギー効率の高い発電・送電施設への投資を刺激し、適切な国家の政策枠組み

により、既存設備の更新を促進する。このため我々は、それぞれの国において、平

均発電効率を向上するよう目指す。 
・ 一層高いエネルギー効率レベルに達するために、近代的な発電所技術を一層進歩さ

せるための、国内的及び国際的な研究開発努力を継続し、拡大する。 
・ 発電におけるコージェネレーション（熱電併給 、ＣＨＰ)の割合を大きく増加させ

る手段と措置を採用する。 
 

７１．世界的なエネルギー需要の重心は、継続的に新興経済国に移っている。我々は以下

の措置を講ずる。 
・ クリーンな技術に対する協力的な研究、自発的な技術提携、及び民間投資を積極的

に支援することを含む、新興経済国とのエネルギー協力を優先事項として強化する。 
・ 新規及び既存の発電所と燃料精製に焦点をおき、全体的な化石燃料処理過程に沿っ

て、ベスト・プラクティスの採用と普及を促進するために、産業、科学、その他の

先進国政府、そして特に主要新興経済国政府と密接なパートナーシップの下に作業

する。我々は、発電所の改修と近代化における能力構築及び技術移転の必要性を特

に強調する。この目標に達するため、我々は、ＩＥＡに対して、我々の共同の努力

を主導する上で中心的な役割を果たすよう呼びかける。 
 

７２．長期的な温室効果ガスの減少を達成することの一層緊急な必要性を認識し、我々は、

以下のことにより、炭素回収貯留の開発と展開を加速すべく作業する。 
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・ 異なる炭素回収技術における効率の損失を最小化し、二酸化炭素貯留の地質工学的

な条件を明確化するために、国内的及び国際的な研究開発努力に優先順位をつけ、

国際的な研究、技術協力を奨励する。 
・ エネルギー需要の最も大きい先進国及び新興経済国双方において、クリーン・コー

ル技術の研究、開発及び展開を奨励する。 
・ 安定した投資環境を創出するために必要な法的枠組みの提供及び貯留の安全の確

保について、炭素回収貯留分野における国内及び国際的な地球科学及び政治面での

努力を支持し、それにより、産業及び国内的及び国際的な研究計画と協力して作業

する。 
・ グレンイーグルズ及びサンクトペテルブルク行動計画の下での、ＩＥＡ及び炭素隔

離リーダーシップ･フォーラム（ＣＳＬＦ）によるイニシアティブを支持する我々

のコミットメントを強化する。 
・ 商業発電における持続可能な化石燃料技術の増加しつつある大規模な実証の建設

と運用を奨励するメカニズムの計画を我々の政府に対して奨励する。 
・ 産業界に対し、新規の化石燃料発電所を開発する際に、利用可能な回収の概念の採

用を検討するよう奨励する。 
 

７３．我々は、グローバル・ガス・フレアリング削減パートナーシップ（ＧＧＦＲ）によ

る努力への支持を再確認し、天然ガスのフレアリングを最低水準まで削減し、全ての産油

国及び民間の利害関係者に対しても同様な削減を奨励することにコミットする。 
 
産業 
 
７４．次の２５年にわたり、産業部門での世界のエネルギー消費は大きく増加すると予測

される。エネルギー効率を改善する大きな可能性がある。従って、我々は以下の措置を講

ずる。 
・ 良い慣行をまとめ、セクター別のエネルギー効率指標を開発する。ＩＥＡが実施中

の作業を活用し、エネルギー集中産業におけるエネルギー効率の改善について、主

要新興経済国と主要産業と一層密接に協力する。 
・ 鉄、鉄鋼及びセメント等の分野において、技術の飛躍的進歩のための一層のイノベ

ーションの研究開発を促進するとともに、費用効果の高い技術の導入を奨励する。 
 
エネルギーの多様化 
 
７５．エネルギー源、市場、輸送路、輸送方法及びエネルギーの種類の多様化は、エネル

ギー安全保障及び低炭素エネルギーへの道を進むにあたり必要不可欠である。エネルギー
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供給源を増やし、多様化することは、一つの源からの供給途絶リスクの緩和に役立つ。代

替エネルギー源の利用増加は、次第に在来型の化石燃料市場に対するプレッシャーを軽減

し、エネルギー利用の環境への有害な影響を削減する。 
 
７６．エネルギー多様化の重要性を強調し、Ｇ８各国がそれぞれのエネルギー多様化の目

標を達成するため、異なる方法を選択することを認識しつつ、我々は以下の措置を講ずる。 
・ クリーン・コール、再生可能エネルギー(風力、太陽熱、地熱、バイオエネルギー、

水力)を含む、あらゆるクリーン燃料の地球規模での利用への我々の強いコミット

メントを支持するために必要とされる政策枠組みの開発と実施を継続する。我々は、

再生可能エネルギーを配電網に統合すべく努力する。 
・ 原子力エネルギーの平和的利用に関するこれまでのサミットにおける我々の公約

を再確認する。安全でセキュリティの確保された原子力エネルギーの利用及び／又

は開発に関する計画を検討している国又はそのような計画を有している国は、原子

力エネルギーの開発は、有害な大気汚染を削減し、気候変動の挑戦に取り組むのと

同時に、世界のエネルギー安全保障に資すると信じる。 
・ ＷＴＯドーハ・ラウンド交渉を通じて、環境関連の物品及びサービスについての関

税及び非関税障壁の削減又は適切な場合には撤廃に向けて取り組みを進める我々

のコミットメントを再確認する。これは、我々の共通するエネルギー安全保障と気

候上の目標に向けた取り組みにも資する。 
・ ２１世紀のための再生可能エネルギー政策ネットワーク（ＲＥＮ２１）、再生可能

エネルギーとエネルギー効率のパートナーシップ（ＲＥＥＥＰ）、国際バイオ・エ

ネルギー・パートナーシップ（ＧＢＥＰ）、及び地中海再生可能エネルギー・パー

トナーシップ（ＭＥＤＲＥＰ）等のイニシアティブ及びパートナーシップへの関係

者の支援、及び再生可能エネルギーの促進のための世界規模での協調された行動を

歓迎する。 
・ 国際原子力エネルギー・パートナーシップ（ＧＮＥＰ）、域内濃縮センターについ

てのロシア提案、核燃料供給保障に関する六ヵ国提案、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）

核燃料供給登録システムについての日本のイニシアティブ、ＩＡＥＡの排他的管理

の下における濃縮センターについてのドイツのイニシアティブ、信頼できる燃料供

給プログラムのための核燃料サイクルに対するその他の多国間アプローチについ

て現在継続中の議論、革新的原子炉及び燃料サイクルに関する国際プロジェクト

（ＩＮＰＲＯ）の作業並びに第４世代原子力システムに関する国際フォーラム（Ｇ

ＩＦ）の下での先進的な核エネルギー研究を含む、原子力エネルギーの平和的利用

の一層の発展に沿った国家的及び国際的なイニシアティブに留意する。 
 

７７．我々は、原子力利用において安全、セキュリティ及び不拡散が最も重要であること
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にコミットする。我々は、原子力安全、放射線防護、廃棄物管理、核セキュリティ及び原

子力に関する損害賠償責任が我々それぞれの国において継続的に改善されることへの共通

の利益を繰り返し述べ、他の全ての国々に対して、同様のことを呼びかける。ＩＡＥＡの

基準と勧告は、国の原子力規制システムと同様、原子力安全及びセキュリティの継続的な

向上に対する良い基盤を形成する。我々は、効果的な国の規制インフラの必要性、特に国

の規制機関が十分な権限、独立性、能力を有することの重要性を強調する。 
 我々は、核物質、放射性廃棄物及び原子力施設の信頼できる安全及びセキュリティに関

する制度と同様、核不拡散を保証する強固な体制に引き続きコミットする。我々は、平和

的かつ拡散抵抗性を有する原子力エネルギーの利用を達成する基盤と同様、高い水準の原

子力安全及びセキュリティのための前提である、現在効力を有している国際条約の完全な

実施を確保する。ＩＡＥＡの作業を支援すべきすべての国の責任及びこれらの分野におけ

る諸条約を実施するための全ての措置を支援する責任を有することが、強調される。 
 
７８．上記の挑戦を考慮し、Ｇ８の原子力安全セキュリティ･グループ（ＮＳＳＧ）は、そ

の作業の中で、原子力安全及び核セキュリティの問題について引き続き検討する。 
 

７９．１９８６年のチェルノブイリの事故を認識しつつ、我々はこれまでのＧ７／Ｇ８サ

ミットの宣言及び覚書の下、及びチェルノブイリ・シェルター基金（ＣＳＦ）及び原子力

安全基金（ＮＳＡ）でのプログラムを通じ、ウクライナとともに破損した原子炉の現場を

安全な状態に転換する共同の努力を行うことに対するコミットメントを再確認する。 
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天然資源に対する責任：透明性及び持続可能な成長 
 

８０．採取分野によって生産される天然資源は、先進国、新興経済国及び開発途上国にお

いて、持続可能な成長のための重要な要因である。それらは、世界の多くの最貧国にとっ

て、持続可能な成長と貧困削減のために特に価値ある財産である。資源の富が、貧困削減、

紛争予防、及び資源の生産と供給の持続可能性向上のために、責任を持って利用されるこ

とは、我々に共通した世界的な関心事項である。我々は、この分野の重要かつ継続的な進

歩は、透明性と良い統治を基礎としてのみ達成可能であると固く合意する。こうした背景

の下、我々は、採取分野及びそれに続く貿易と資金の流れの双方に関する透明性の向上を

支持する。この支持にあたり、我々は、天然資源を消費する重要な新興経済国及び資源国

とともに密接に協力する。 
 
８１．自由、透明かつ開放的な市場は、世界的な成長、安定及び持続可能な開発にとって

必須である。従って、我々は、以下の措置を講ずる。 
・ 自由貿易の原則と多角的貿易体制の一層の強化に対する強いコミットメントを再

確認する。 
・ ＷＴＯのルール遵守と世界的な適用可能性を、一次及び二次鉱物原料の貿易につい

ても、促進すべく作業する。 
・ 我々の貿易相手国に対して、ＷＴＯルール違反となるような貿易制限や競争の歪曲

を控えるとともに、市場経済の原則を遵守するよう呼びかける。 
 
８２．鉱物資源には、貧困削減と持続可能な開発に資する大きな潜在力がある。にもかか

わらず、ある場合には、資源の採取及び処理には、収入の悪用、環境破壊、武力紛争、国

の脆弱性が伴う。我々は、鉱物資源の持続可能な成長への貢献を一層強化する必要性につ

き固く合意し、資源国における持続可能な開発と良い統治を促進する一方で、資源の潜在

力をさらに発展させる資源国の努力を引き続き支持する。この目的のために、我々は、健

全な商慣行及び社会、環境基準に整合的な形で、鉱物資源の良い統治のための能力を構築

する。この能力構築は、開発途上国に対する、鉱物採掘、処理及び貿易のための資金、技

術及び能力開発支援を供与することを通じて、投資、貿易の障壁を削減することにより行

われる。また、我々は、健全なライフサイクル分析に基づき、持続可能な成長のために、

希少金属を含む天然資源の節約、再生利用、代替利用を奨励する。 
 
８３．採取分野における透明性の向上は、説明責任、良い統治及び持続可能な経済成長を

世界中で達成するために、決定的に重要である。我々は、先進国、新興経済国及び開発途

上国の政府、経済界、市民社会及び科学者の参加を得て、採取分野の透明性に関する世界

会議を２００７年に開催するというＧ８議長国の提案を歓迎する。 



世界経済における成長と責任 
Page27 of 31 

27 

  
８４．開発途上国における国際的な鉱業分野に適用される統合された原則及びガイドライ

ンの形成は、同分野が発展に貢献することを確保すると同時に、投資家に対して、明確で

より予測可能な期待を提供するであろう。すべての利害関係者が、鉱業分野における一連

の認められた原則及びガイドラインに関する合意形成過程に参加することは重要である。

主要な利害関係者の間において、そのような合意を慫慂するために、我々は、以下の措置

を講ずる。 
・ 企業の社会的責任の重要な国際的基準として、ＯＥＣＤ多国籍企業行動指針への支

持を再確認する。 
・ 鉱業分野の以下の基準、手法及びベスト・プラクティスに対する幅広い理解と支持

を促進する。ＯＥＣＤの脆弱なガバナンス地域における多国籍企業のためのリスク

管理手法、安全と人権に関する自主的原則、及び国際金融公社（ＩＦＣ）パフォー

マンス・スタンダード。 
・ 鉱業分野の企業が、国連グローバル・コンパクトに積極的に参加するよう奨励する。 
・ 鉱業分野の企業が、特に、世界報告イニシアティブ（ＧＲＩ）の枠組みを活用し定

期報告を行うよう奨励し、この制度を鉱業分野特有のニーズと中小企業に対して適

用することを歓迎する。 
・ 人権とビジネス担当の国連事務総長特別代表の任務を支持する。 

 
８５．認証制度は、鉱物原料の採取及び処理における透明性及び良い統治を向上させ、環

境への影響を減少させ、最低限の社会基準の遵守を支援し、不法な資源採取に断固として

対抗するために、適切な場合には、ふさわしい制度となり得る。従って、我々は、「キンバ

リー・プロセス」、「グリーンな鉛」、「鉱業と金属の持続可能な開発に関する政府間フォー

ラム」、「国際金属・鉱業評議会」、「国際シアン化物管理規則」等の既存のイニシアティブ

への支持を再確認する。また、鉱物資源の採取及び処理に関係する人々に対し、企業の社

会的責任のためのそれぞれの原則の適用を奨励する。 
 
８６．職人的な小規模鉱業分野は、開発途上国の多くの人々にとって重要な生計を提供す

るとともに、世界的な鉱物生産に寄与する。我々は、それらの活動がしばしば略式で行わ

れ、採取分野に適用される最低限の社会、環境基準を満たしていないことを懸念する。職

人的な小規模鉱物生産に関連する持続可能な生計の整備並びに積極的な開発の影響をより

よく支援するために、我々は、以下の措置を講ずる。 
・ 採鉱企業及び資金提供者からの地域開発資金を透明性をもって利用する制度を発

展させるために、援助の有効性の原則と合致する形で、鉱業分野における公的、市

民社会及び民間関係者の間の協力的なパートナーシップを奨励する。 
・ 世界銀行及びそのイニシアティブと協力して、選択された天然資源の認証制度の実
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現可能性に関する試験的研究を行うことを支持する。このイニシアティブをとる中

で、我々は職人的な小規模鉱業分野に焦点をあて、自主的なコミットメントに基づ

き、鉱物資源に富む開発途上国政府や産業界と密接な連携の下、作業を行う。試験

的研究は、既存の原則やガイドラインに基づいて、鉱物資源の採取と貿易過程を検

証することにより、国際的に認められた最低基準を遵守するよう努める。我々は、

主要な新興経済国に対し、この問題について我々と協力するよう呼びかける。 
・ 世界銀行に設置された「小規模採掘と地域社会（ＣＡＳＭ）イニシアティブ」、及

び多くの利害関係者からなる「ダイヤモンド開発イニシアティブ（ＤＤＩ）」に対

する支援を奨励する。後者については、アフリカにおけるダイヤモンドの職人的採

掘に関連した開発上の影響を強化する「キンバリー・プロセス」から派生したもの

である。 
・ 職人的な採掘に関連した汚染を制限する技術を開発する取組を支援する。例えば、

金の抽出において、より安全な蒸留法の利用を奨励する教育や訓練を行うこと。 
 
８７．我々は、汚職及び収入、支出双方における公的資金の不適当な管理と闘う決意を強

調する。資源に起因する支払いフローに関して、透明性を促進する我々の継続した取組の

一部として、引き続き良い統治と「採取産業透明性イニシアティブ」（ＥＩＴＩ）等の反腐

敗イニシアティブを支持するとともに、我々は、 
・ 適切な場合、資金的、技術的及び政治的な手段を通じて、ＥＩＴＩを強化するため

の継続的な支援についてコミットする。同様に、すべての利害関係者に対し、ＥＩ

ＴＩの実施を支持するよう呼びかける。 
・ ＥＩＴＩ実施国及びＥＩＴＩ参加企業に対し、イニシアティブを実施するとともに、

企業の情報開示のコミットメントを遵守するよう呼びかける。同様に我々は、適切

な場合、より多くの国がＥＩＴＩに参加するよう奨励する。 
・ 国内の実施措置を監視するために独立した認証プロセスが開始されたことを歓迎

する。我々は、迅速な適用及び認証方法の更なる進展を奨励する。 
・ 多数の大手銀行が「ＵＮＥＰ金融イニシアティブ」と「赤道原則」に既に署名した

ことを歓迎する。我々は、更なる主要銀行に対し、プロジェクト・ファイナンスの

ために「赤道原則」を採用し、国際金融公社（ＩＦＣ）基準、特に、採取分野にお

ける透明な支払いと契約に関する基準を実施して、後に続くよう呼びかける。最後

に、 
・ ２００７年の透明性に関する世界会議の枠組みにおいて、主要新興経済国との対話

を開始し、政府とそれらの国々に本拠地を置く国有企業がＥＩＴＩ参加するよう働

きかける。 
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腐敗との戦い 

 

８８．国内、国際の双方のレベルにおいて腐敗との戦いを推進することは、Ｇ８の最も重

要な任務の一つであり続ける。我々は、腐敗との戦いにおいて模範を示す上でのＧ８の主

導的な役割を認識しており、自らのコミットメントと責任に見合った協調的行動をとって

いる。我々は、腐敗と戦うために創設された、特に国連や経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）

の既存の国際協定の下における自らの義務を完全に履行することにコミットしている。こ

の中には、国内公務員及び外国公務員への贈賄事案に対する効果的捜査及び訴追に対する

パートナーのコミットメントが含まれる。 

 

８９．我々は、効果的に世界の腐敗と戦うための共通の努力を強化する。これには、以下

が含まれる。 

・ すべての国による国連腐敗防止条約（ＵＮＣＡＣ）の批准を支持すること。 

・ 特に、効果的なレビュー・メカニズムの開発、財産の回復に関する国際的措置の強

化、また技術援助の供与の奨励に関連するＵＮＣＡＣの効果的な実施を推進する上

で緊密に調整を行うこと。 

・ ＵＮＣＡＣの履行を調整するため、国連薬物犯罪事務所（ＵＮＯＤＣ）、国際刑事

警察機構（Interpol）、ＯＥＣＤ、また他の国際機関の作業を支援すること。 

・ 開発途上国が不法に取得された財産を回復することを支援すべく、開発途上国によ

る技術的専門能力へのアクセスと開発が可能となるよう確保すること。 

・ ＯＥＣＤ外国公務員贈賄防止条約の下での継続的、厳格かつ常設的なピア・レビュ

ー・メカニズムの実施を通じた効果的な監視、及び未加盟の新興経済国への継続的

関与を通じた同条約の戦略的な促進に対する共通のコミットメントを再確認する

こと。 

・ 統治を強化し、腐敗を削減すべく、各国への支援を増加させるための世銀のガバナ

ンス・汚職防止に向けた戦略の実施を含め、腐敗と戦うための国際金融機関の努力

を支援すること。 

・ 腐敗行為で有罪とされた個人に対し、国内法及び高い優先度での不法に取得された

財産の返還を通じて安全な逃避先を与えず、及びそのような個人が我々の金融シス

テムの中で犯罪行為の収益にアクセスするのを妨げる追加的措置を開発すること。 

・ すべての金融センターに対し、透明性、情報交換、及び資金洗浄との戦いに関する

最高の国際基準を実施するよう強く求めること。 

・ 主要部門における一層の説明責任及び支払いの透明性を推進すること等を通じ、腐

敗との戦い及び防止における民間部門の努力を支援すること。 

・ 資金を効果的に使用する意志と能力を示す国々を支援すること。 

・ アフリカ連合腐敗防止対策条約の発効を歓迎し、すべてのＡＵ加盟国に対し同条約
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の批准と実施を奨励すること。 

 

９０．我々は、腐敗との戦いに関する具体的な側面に関し、具体的な戦略とベスト・プラ

クティスを開発し続ける。これは、例えば、不法に取得された財産の回復に関するＧ８の

地域ワークショップの実施を含む。我々はまた、開発途上国に対し、強化された能力構築

支援を供与する。 

 

９１．我々は、新興国からの投資の役割の増加を認識しており、今後も本件を議題とする。

新興国は、国際的な腐敗対策基準を満たすよう奨励され、国際的な腐敗対策に関する文書

を遵守するよう求められる。 

 

９２．２００６年７月１７日のサンクトペテルブルク声明に基づき、我々は、市民社会と

協力して、腐敗を防止し、人々の関心を高めることに焦点をあてる。我々は、腐敗は、公

的部門の腐敗に対する脆弱性を削減する手段により最も効果的に戦われるべきであること

に同意する。我々は、特に政府及び行政において、とりわけ透明な公的調達を通じて、適

切な予防措置を推進するため積極的に作業を行い、また、この分野でベスト・プラクティ

スを作り上げる際に他の国々に対し支援を与える。 

 

９３．我々は、安定し、透明で、腐敗の存在しないビジネス環境を提供することと、大い

に必要とされる海外直接投資を誘致する能力との間に存在する極めて重要な関係を理解す

る。潜在的な投資家は、投資先の決定を行う上で様々な問題を考慮するが、腐敗の存在し

ない環境はそれらの決定要因の中でも重要なものである。 
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主要新興経済諸国との「ハイリゲンダム・プロセス」－Ｇ８各国とブラジル、中国、 
インド、メキシコ、南アフリカとの間におけるハイレベル対話 

 
９４．ハイリゲンダム・サミットにおいて、我々は、ブラジル、中国、インド、メキシコ、

南アフリカの首脳と、世界経済で生じている主要な課題について議論した。Ｇ８各国及び

主要新興経済諸国のいずれも、それらの課題に対して個別に対処することは出来ない。そ

れぞれの責任を背景に、共通の解決策を作り上げなければならない。Ｇ８各国及び主要新

興経済諸国の双方とも、世界経済における課題に対して、新しいパートナーシップを明確

にしていく機会を得ている。 
 
９５．我々の議論を踏まえ、２年の間に実体的な成果に到達するため、包括的なフォロー

アップ・プロセスにおいて、主要新興経済諸国と実質的な論点につき議論をするための新

たな具体的な協力形態を立ち上げることを決定した。 
 
９６．我々は、この新しいパートナーシップに基づき、体系的な方法で、論点主導の対話

の新たな形態を開始する。我々は、以下の 4 つの事項に取り組むことに合意した。 
－イノベーションの促進と保護 
－企業の社会的責任の原則の強化を含む開放的な投資環境を通じた投資の自由の強化 
－特にアフリカを念頭においた開発のための共通責任の明確化 
－気候変動、クリーン・エネルギー及び持続可能な開発に関するグレンイーグルズ対

話及び世界のエネルギー安全保障に関するサンクトペテルブルク行動計画と一致し

た、二酸化炭素の排出削減に資する技術協力とエネルギー効率の向上に関する知識

の共有 
 

９７．我々は、ＯＥＣＤに対し、エネルギー効率の分野における関連機関たるＩＥＡと共

に、この新たな対話プロセスの基盤を提供するよう要請する。対話プロセスは２００７年

の後半に開始される。日本で開催される２００８年のＧ８サミットにおいて、進捗の中間

報告が提出され、２００９年のイタリアでのＧ８サミットにおいて、対話プロセスの成果

についての最終報告が提出される予定である。 
 


